
(政－様式４）重点施策調書

③細項目コード
3121
3122

⑤関係部局

⑧平成21年度の主な
取組み実績・成果

<細項目①>
◆小児救急医療整備支援事業
　小児救急電話相談を実施し、7,353件の相談を受け付けた。また、県中地区において小児医療に
関する研修を5回開催し、79名が受講した。
◆ドクターヘリ運営費補助事業
　ヘリの積極的な活用を図るため消防本部との連携を強化し、救急医療の質が向上した。
<細項目②>
◆緊急医師確保修学資金貸与事業
　第1種　25名（目標20名）、第2種　27名（目標70名）に対して修学資金を貸与し、県立医科大学生
の県内定着を図った。
◆医師臨床研修対策事業
　東京及び福島市等にて医学生に対し県内での臨床研修環境をPRするとともに、臨床研修指導
医の指導力向上を図るため講習会を実施した。

⑨平成22年度の
主な取組み

<細項目①>
◆（新）地域医療再生基金事業（相双医療圏、会津・南会津医療圏）
◆小児救急医療整備支援事業
◆（新）傷病者搬送受入体制整備事業
　　傷病者の搬送や受入を円滑に行うための基準を策定する。
<細項目②>
◆（一部新）女性医師支援事業
◆（一部新）医師定着促進事業
◆（新）医師確保修学資金貸与事業
　　医学生に対し、修学資金の貸与・返済免除を行うことにより、県内の医療に恵まれない地域等
の医師確保を図る。

⑥指標の分析

◆医療施設従事医師数（人口10万人対）
　医師全体では増加傾向にあるが、全国と比較すると37位と低い水準にある。また、不足が著しい
産婦人科医師は減少しており、特定診療科の偏在が見られる。
◆救急搬送における心肺停止者の1ヶ月後生存率
　上昇傾向にあったが平成20年度（3.4％）は前年度（3.6％）を下回り、全国平均（5.3％）と比べても
低い水準にある。
◆周産期死亡率（出生数千人対）
　悪化傾向（H19 4.5‰、H20 5.3‰）にあったが、21年度（4.9‰）はやや改善した。
◆乳児死亡率（出生数千人対）
　平成19年度から3年連続でやや悪化（H19 2.6‰、H20 2.7‰、H21 2.9‰）している。
◆就業看護職員数（人口10万人対）
　全国順位は25位(H14)から27位（H20）になってはいるが、着実に増加しており、全国平均も上
回っている。

⑦社会経済情勢等

◆地域医療の疲弊
◆近くで専門的な治療を受けたい、夜間に診療を受けたいなど、医療に対する要求水準の多様
化・高度化
◆医療従事者が不足、偏在している。
◆療養病床再編成の動きがみられる。

④主担当課 保健福祉部　保健福祉総務課
総務部、生活環境部、保健福祉部、病院局、
教育庁

【現状分析】

①施策名 安全・安心１－（２）安心できる地域医療提供体制の充実

②細項目
①周産期、小児、救急医療の充実など地域医療の確保
②命と健康を守る医療人の育成、医療の質の向上



⑪今後の取組みの
方向性

<細項目①>
◆それぞれの地域や分野で不足している部分を補い合うため、関係機関との協力、連携を一層推
進していくとともに、地域医療圏における医療提供体制の整備に着実に取り組んでいく。
◆医療従事者の負担の軽減や救急患者受入時間の短縮のために、傷病の程度に応じた適切な
医療機関を受診できるようなしくみづくりに取り組む。
◆傷病者の搬送及び受け入れの円滑化を図るため、実施基準を策定するなど、総合的な対策に
引き続き取り組む。
<細項目②>
◆修学資金等の貸与制度の充実や医師が就業しながら、スキルアップできるしくみづくり、ニーズ
に応じた研修など医師確保に向けた取組みを強化していく。
◆県内就業を希望する医療従事者を増やすため、福島県の魅力及び県内勤務のメリットについて
県内外への情報発信を強化していく。
◆産婦人科等における病診連携強化などの就業環境を改善する取組みに対して引き続き支援す
る。

【課題整理】

⑩施策を推進する上
での課題

<細項目①>
◆医療機関の偏在による地域格差がある。
◆救急勤務医や産科医など不足が著しい診療科の負担が大きくなっている。
◆救急患者の受入医療機関が速やかに決定しない事案がある。
<細項目②>
◆県内全体の医師確保が課題であるが、特に特定診療科における医師不足が課題である。
◆産婦人科等の特定診療科医師に対する就業環境の改善が不十分である。

【今後の取組みの方向性】



（政－様式４の付表）

　指標の状況

①施策

②細項目 ③コード
3121
3122

④指標名

⑤指標の説明

⑥指標の推移 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

目標 191.6 200.0

実績 183.2

達成率

⑦分　析

④指標名

⑤指標の説明

⑥指標の推移 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

目標 4.3 4.5 4.8 5.0 5.2

実績 3.6 3.4

達成率

⑦分　析

④指標名

⑤指標の説明

⑥指標の推移 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

目標 3.8 3.8 3.7

実績 4.5 5.3 4.9

達成率

⑦分　析

④指標名

⑤指標の説明

⑥指標の推移 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

目標 2.2 2.1 2.0

実績 2.6 2.7 2.9

達成率

⑦分　析

・医師全体では増加傾向にあるが、全国と比較すると37位と低い水準にあ
る。また、不足が著しい産婦人科医師は減少しており、特定診療科の偏在が
見られる。

救急搬送における心肺停止者の１か月後生存率　（細項目①）

安全・安心１－（２）安心できる地域医療提供体制の充実

①周産期、小児、救急医療の充実など地域医療の確保
②命と健康を守る医療人の育成、医療の質の向上

医療施設従事医師数（人口１０万人対）　（細項目②）

県内の医療機関に従事している医師数（人口１０万人当たり）

救急搬送された心肺停止傷病者のうち、１か月後の生存者数の割合

・上昇傾向にあったが平成20年度（3.4％）は前年度（3.6％）を下回り、全国平
均（5.3％）と比べても低い水準にある。

周産期死亡率（出生数千人対）　（細項目①）

妊娠22週以後の死産と生後7日未満までの早期新生児死亡数の割合

・悪化傾向（H19 4.5‰、H20 5.3‰）にあったが、21年度（4.9‰）はやや改善し
た。
・周産期死亡率については東北７県の状況を見ても４．０～６．０の間で変動し
ているが、２名の死亡数で死亡率が０．１程度変動するという、不安定な要素
がある。
・母親の年齢が35歳以上の出産件数の増加に伴い、ハイリスク出産の増加
が懸念され、また、その他先天性の病気などへの対応も必要である。

乳児死亡率（出生数千人対）　（細項目①）

出生千に対する、生後１年未満の乳児死亡数の割合

・平成19年度から3年連続でやや悪化（H19 2.6‰、H20 2.7‰、H21 2.9‰）し
ている。
・乳児死亡の死因は、死因分類で「先天奇形・変形及び染色体異常」が最も
多く、年々増加しているが、その要因について特定することは困難であり、今
後の見通しは立てにくい状況にある。

救急搬送における心肺停止者の
１か月後生存率
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④指標名

⑤指標の説明

⑥指標の推移 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

目標 1,180.2 1,216.0

実績 1,144.2

達成率

⑦分　析

・本県は、全国平均より多い状況にある。今後も診療報酬の改定による新た
な看護師配置基準等の導入や療養病床の転換方針の確定より、需要が増減
する可能性がある。
・新卒者の県内就業率の向上や短時間雇用制度などの多様な勤務形態の導
入による離職の防止や再就業の促進により、供給数の増が見込まれることも
想定される。

就業看護職員数（人口10万人対）　（細項目②）

県内の保健・医療・福祉関係機関等に従事している保健師・助産師・看護師
及び准看護師の数（人口10万人当たり）

就業看護職員数
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(政－様式３）細項目調書

③細項目コード ３１２１

⑤関係部局

⑨平成21年度の主な
取組み実績・成果

○医師派遣交付金、医師確保交付金
　県立医科大学に助手を配置し、公的病院等へ非常勤による派遣を行った。
○小児救急医療整備支援事業
　小児救急電話相談を実施し、7,353件の相談を受け付けた。また、県中地区において小児医療に
関する研修を5回開催し、79名が受講した。
○ドクターヘリ運営費補助事業
　ヘリの積極的な活用を図るため消防本部との連携を強化し、救急医療の質が向上した。
○第三次救急医療体制整備事業
　不採算部門である救命救急センターの運営費の補助により、救急医療体制の維持を図った。

⑩平成22年度の
主な取組み

ⅰ（新）地域医療再生基金事業（相双医療圏、会津・南会津医療圏）
ⅱ小児救急医療整備支援事業、（一部新）特定診療科医師確保・支援事業、福島県周産期医療シ
ステム整備事業
ⅲ（一部新）地域がん診療連携拠点病院整備事業、地域がん登録整備推進事業
ⅳ難病相談・支援センター事業、骨髄バンクドナー登録推進事業
ⅴ（新）傷病者搬送受入体制整備事業（傷病者の搬送や受入を円滑に行うための基準を策定す
る。）、ドクターヘリ運営費補助事業、（一部新）精神科救急医療システム整備事業
ⅵ会津医療センター（仮称）整備事業

【現状分析】

⑦指標の分析

○救急搬送における心肺停止者の1ヶ月後生存率
　上昇傾向にあったが平成20年度（3.4％）は前年度（3.6％）を下回り、全国平均（5.3％）と比べても
低い水準にある。
○周産期死亡率（出生数千人対）
　悪化傾向（H19 4.5‰、H20 5.3‰）にあったが、21年度（4.9‰）はやや改善した。
○乳児死亡率（出生数千人対）
　平成19年度から3年連続でやや悪化（H19 2.6‰、H20 2.7‰、H21 2.9‰）している。

⑧社会経済情勢等

・地域医療の疲弊
・産科医、婦人科医の減少と偏在
・受診者側のモラルの低下
・近くで専門的な治療を受けたい、夜間に診療を受けたいなど、医療に対する要求水準の多様化・
高度化
・AEDの設置拡大

④主担当課 保健福祉部　地域医療課
保健福祉部、病院局、総務部、生活環境部、
教育庁

⑥細項目の具体的な
取組み

ⅰ　地域医療の確保を図るため、地域の医療機関の役割に応じた連携強化を進めるとともに、民間医療機
関との役割分担を踏まえて県立病院の機能の充実を推進します。
ⅱ　周産期母子医療センターの機能強化、各医療機関との連携の強化などにより、安心して子どもを生める
環境の整備を進めます。
ⅲ　がん医療など、高度な技術・施設の必要な医療に関して拠点医療機関の整備を進めるとともに、在宅ケ
アの充実を図ります。
ⅳ　難病患者や透析医療患者などが安心して治療を受けられる環境の整備を進めます。
ⅴ　救命救急センターの機能強化、ドクターヘリの運用や道路整備等による救命救急センターへのアクセス
の向上、病院・診療所の連携の強化、情報伝達の迅速化、救急医療従事者の資質向上などにより救急医
療の充実を図ります。
ⅵ　高度で専門的な医療サービスの提供、地域医療に関する支援システムの強化のため、県立医科大学
附属病院と会津医療センター（仮称）の機能の充実を図ります。

①施策名 安全・安心１－（２）安心できる地域医療提供体制の充実

②細項目 ①周産期、小児、救急医療の充実など地域医療の確保



【今後の取組みの方向性】

⑫今後の取組みの
方向性

・それぞれの地域や分野で不足している部分を補い合うため、関係機関との協力、連携を一層推
進していくとともに、地域医療圏における医療提供体制の整備に着実に取り組んでいく。
・医療従事者の負担の軽減や救急患者受入時間の短縮のために、傷病の程度に応じた適切な医
療機関を受診できるようなしくみづくりに取り組む。
・傷病者の搬送及び受け入れの円滑化を図るため、実施基準を策定するなど、総合的な対策に引
き続き取り組む。
・県内各消防本部において救急救命士を計画的に養成しているところであるが、増員について更
なる働きかけをしていく。

【課題整理】

⑪細項目を推進する
上での課題

・医療機関の偏在による地域格差がある。
・救急勤務医や産科医など不足が著しい診療科の負担が大きくなっている。
・救急患者の受入医療機関が速やかに決定しない事案がある。
・救急救命士を運用している救急隊の割合が全国に比べて低い。



(政－様式３）細項目調書

③細項目コード ３１２２

⑤関係部局

【今後の取組みの方向性】

⑫今後の取組みの
方向性

・修学資金等の貸与制度の充実や医師が就業しながら、スキルアップできるしくみづくり、ニーズに
応じた研修など医師確保に向けた取組みを強化していく。
・県内就業を希望する医療従事者を増やすため、福島県の魅力及び県内勤務のメリットについて
県内外への情報発信を強化していく。
・産婦人科等における病診連携強化などの就業環境を改善する取組みに対して引き続き支援す
る。

⑨平成21年度の主な
取組み実績・成果

○緊急医師確保修学資金貸与事業
　第1種　25名（目標20名）、第2種　27名（目標70名）に対して修学資金を貸与し、県立医科大学生
の県内定着を図った。
○病院内保育所運営費補助事業
　34施設に助成し、看護職員等の離職防止や再就業の促進等を図った。
○医師臨床研修対策事業
　東京及び福島市等にて医学生に対し県内での臨床研修環境をPRするとともに、臨床研修指導
医の指導力向上を図るため講習会を実施した。

⑩平成22年度の
主な取組み

ⅰ緊急医師確保修学資金貸与事業、医科大学医学部定員増対応事業
ⅱ（一部新）女性医師支援事業
ⅲ（一部新）医師定着促進事業
ⅳ看護師等養成所運営費補助事業、（新）医師確保修学資金貸与事業（医学生に対し、修学資金
の貸与・返済免除を行うことにより、県内の医療に恵まれない地域等の医師確保を図る。）、医療
従事者修学資金貸与事業
ⅴ（一部新）在宅ケア推進事業、（一部新）看護師等研修事業
ⅵ医療安全対策事業

【課題整理】

⑪細項目を推進する
上での課題

・県内全体の医師確保が課題である。特に産婦人科等の特定診療科における医師不足が課題で
ある。
・産婦人科等の特定診療科医師に対する就業環境の改善が不十分である。

【現状分析】

⑦指標の分析

○医療施設従事医師数（人口10万人対）
　医師全体では増加傾向にあるが、全国と比較すると37位と低い水準にある。また、不足が著しい
産婦人科医師は減少しており、特定診療科の偏在が見られる。
○就業看護職員数（人口10万人対）
　全国順位は25位(H14)から27位（H20）になってはいるが、着実に増加しており、全国平均も上
回っている。

⑧社会経済情勢等
・医療従事者が不足、偏在している。
・療養病床再編成の動きがみられる。

④主担当課 保健福祉部　地域医療課 保健福祉部、総務部

⑥細項目の具体的な
取組み

ⅰ　県立医科大学の定員確保、卒業生の県内定着を図ります。
ⅱ　女性医師が働きやすい就業環境の整備を促進するとともに、就業情報の提供等により退職した女性医
師の再就職を促進するなど、女性医師の確保を進めます。
ⅲ　家庭医の育成などにより、総合的に診断・治療できる医師を育成するとともに、さまざまな専門分野の
医師との連携の強化などによって、医療全体の質の向上と診療科目による医師偏在の緩和に努めます。
ⅳ　看護師や理学療法士など、医療従事者の確保・定着を図ります。
ⅴ　最新の知識・技術の研修などにより、医師、看護師を始めとした医療従事者の資質の向上を図ります。
ⅵ　患者の立場に立った医療提供、患者との情報共有など病院機能の向上のための取組みを促進します。

①施策名 安全・安心１－（２）安心できる地域医療提供体制の充実

②細項目 ②命と健康を守る医療人の育成、医療の質の向上



（様式２）施策対応事業一覧表

③細項目コード

3121

⑬前年度の実績・成果

⑭H22度の目標等

事業計画の策定

地域医療再生基金事業の実質的な初年度
であるため、地域医療再生計画に基づき、
相双医療圏における救急医療体制の構
築、在宅医療の充実強化等が図られるよう
各事業を着実に進めていく。

事業計画の策定

地域医療再生基金事業の実質的な初年度
であるため、地域医療再生計画に基づき、
会津・南会津医療圏におけるへき地支援
の充実、救急医療の強化等が図られるよう
各事業を着実に進めていく。

①へき地医療支援総合調整会議を開催
し、医師確保方策の検討や、医師の派遣
について決定した。
②へき地等の医療に恵まれていない南会
津地方における無医地区等の訪問診療・
訪問看護を行うとともに、特別養護老人
ホームの嘱託医、地域住民の検診等を
行った。

①へき地医療支援総合調整会議を開催
し、へき地の医療確保のため、医師の派遣
等について決定する。

ⅰ へき地医療支援対策事業
保健福祉部
地域医療課

7,823

保健福祉部
地域医療課

283,720 H21 H25

①地域医療連携ネットワークシステム導入事業
　中核病院やへき地診療所等で患者情報を共有
するネットワークシステムを構築するため、関係者
の意見調整を行う。
②地域連携クリティカルパス推進事業
　地域中核病院において地域連携クリティカルパ
スの構築を推進するために必要な経費を補助す
る。
③南会津病院機能向上事業
　県立南会津病院の医療機器整備を補助する。
④地域・家庭医療センター整備事業
　喜多方市が地域・家庭医療センターを整備する
費用を補助する。
⑤救命救急センター機能向上事業
　会津中央病院がドクターカー１台を整備する費
用を補助する。
⑥会津南会津地域医療再生支援フォローアップ事
業
　　地域が一体となって地域医療を守る取組みを
支援するため、医療従事者や地域住民が参加す
る座談会や討論会を開催する。

H22

①へき地医療支援機構運営事業
　「福島県へき地医療支援機構」を設置し、へき地
診療所等からの代診医の派遣要請等、広域的な
へき地医療支援に係る各種事業の企画調整等を
行い、へき地医療対策を円滑かつ効率的に実施
する。
②へき地医療支援センター運営費等補助事業
　南会津地方広域市町村圏組合が設置する地域
医療支援センターの設置運営費に対する補助を
行う。

H16

保健福祉部
地域医療課

662,543 H21

①地域医療等支援教員増員事業
　　県立医科大学が地域医療等支援教員を増員し
て相双医療圏の中核病院等へ非常勤医師を派遣
するために必要な経費を補助する。
②病院経営統合連携強化事業
　　経営統合する県立大野病院と双葉厚生病院の
連携強化のための病院間受付ネットワークの更新
等に必要な経費を補助する。
③医師事務作業補助者充実事業
　　相双医療圏の中核病院等及び総合磐城共立
病院において、医師事務作業補助者の増員等を
図るために必要な経費を補助する。
④認定看護師等養成事業
　　総合磐城共立病院における救急医療及び双葉
厚生病院における訪問看護に係る認定看護師等
の養成を行うために必要な経費を補助する。
⑤双葉地域夜間救急支援事業
　　双葉地域の救急医療体制の充実のため、病診
連携による夜間救急外来及び宿直の支援に係る
経費を補助する。
⑥双葉地域救急センター等整備事業
　　県立大野病院において、救急専用病床及び多
目的医療用ヘリを整備するための調査及び設計
に必要な経費を補助する。
⑦三次救急医療機能向上事業
　　総合磐城共立病院において、救急医療機能向
上のために行う高度医療機器の整備に必要な経
費を補助する。
⑧中核病院医師等ネットワーク事業
　　浜通り地方における中核病院の医師を始めと
する救急医療関係者の症例検討会や多目的医療
用ヘリの運航検討を行う。
⑨双葉地域訪問看護ステーション支援事業
　　双葉厚生病院における訪問看護ステーション
の拡充にかかる設計に必要な経費を補助する。
⑩地域医療総合センター整備事業
　　双葉厚生病院における外来機能重点化のため
の地域医療総合センター設計に必要な経費を補
助する。
⑪相双地域医療再生支援フォローアップ事業
　　地域が一体となって地域医療を守る取組みを
支援するため、医療従事者や地域住民が参加す
る座談会や討論会を開催する。

H25

⑦事業名

ⅰ 5
（新）地域医療再生基金事業
(相双医療圏)

ⅰ 5
(新)地域医療再生基金事業
(会津･南会津医療圏)

④細項目の具体的な
取組み

①施策名

②細項目名

ⅰ　地域医療の確保を図るため、地域の医療機関の役割に応じた連携強化を進めるとともに、民間医療機関との役割分担を踏ま
えて県立病院の機能の充実を推進します。
ⅱ　周産期母子医療センターの機能強化、各医療機関との連携の強化などにより、安心して子どもを生める環境の整備を進めま
す。
ⅲ　がん医療など、高度な技術・施設の必要な医療に関して拠点医療機関の整備を進めるとともに、在宅ケアの充実を図ります。
ⅳ　難病患者や透析医療患者などが安心して治療を受けられる環境の整備を進めます。
ⅴ　救命救急センターの機能強化、ドクターヘリの運用や道路整備等による救命救急センターへのアクセスの向上、病院・診療所の
連携の強化、情報伝達の迅速化、救急医療従事者の資質向上などにより救急医療の充実を図ります。
ⅵ　高度で専門的な医療サービスの提供、地域医療に関する支援システムの強化のため、県立医科大学附属病院と（仮称）会津統
合病院の機能の充実を図ります。

 安全・安心１－（２）安心できる地域医療提供体制の充実

①周産期、小児、救急医療の充実など地域医療の確保

⑤具
体的
な取
組み

⑥重
点プ
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ラム

⑧担当部局
担当課　名

⑩
始期

⑨予算額
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⑪
終期

⑫H22度事業の概要



⑬前年度の実績・成果

⑭H22度の目標等

⑦事業名

⑤具
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な取
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⑥重
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ラム

⑧担当部局
担当課　名

⑩
始期

⑨予算額
（千円）

⑪
終期

⑫H22度事業の概要

①医師研修事業を県中地区において5回
開催し、延べ236名が参加した。修了者は
27名。研修受講医師が須賀川市休日夜間
急病センターの診療日の拡大に貢献した。
②小児救急電話相談を実施し、7,353件の
相談を受け付けた。

①県中地区において５回の研修会を開催
し、昨年度未修了者に対しての受講を促進
する。
②小児救急電話相談を引き続き実施す
る。
③小児医療確保方策検討会を実施し、小
児医療体制の確保について検討する。

①補助予定８箇所

①補助予定２２箇所
②補助予定分娩14,000件
③補助予定５箇所
④補助予定10箇所

県立医科大学に助手を３３名配置し、支援
要請のあった県内の公的病院へ非常勤に
よる派遣を行った。
　教員数：33名
　派遣回数累計：1,642回（22年1月末実績）
　１人あたり月平均：4.98回（目標:6回）

１人あたり月平均派遣回数を現状より増や
す。

県立医科大学に２０名の助手枠を確保し、
地域の病院へ非常勤による派遣を行った。
　教員数：20名
　派遣回数累計：875回（22年1月末実績）
　１人あたり月平均：4.38回（目標：4回）

１人あたり月平均派遣回数を現状より増や
す。

①周産期医療協議会１回及び専門部会２
回を開催し、周産期体制の整備について
検討を行った。
②周産期医療従事者に対し、必要な知識
技術の習得のための研修会を行った。参
加者数６０名
③総合周産期母子医療センターに対し運
営費補助を行った。
④地域周産期母子医療センター３施設に
対し運営費補助を行った。

①周産期医療協議会及び専門部会を開催
し、周産期医療体制の整備について検討
を行う。
②周産期医療従事者に対し研修を行う。
③総合周産期母子医療センターへ運営費
を補助する。
④地域周産期母子医療センター４施設に
対し運営費を補助する。

県内６か所（他１病院は国直接補助）のが
ん診療連携拠点病院が、その機能を強化
するために実施する事業に対して、その経
費を補助した。

県内７か所（他１病院は国直接補助）のが
ん診療連携拠点病院に加えて、県が独自
に認定するがん診療連携推進病院が実施
する事業に対して、その経費を補助する。

福島県立医科大学に委託し、１名の実務
者を雇用し、地域がん登録事業の立ち上
げを行った。

県立医科大学に委託し、臨床医師の協力
による地域がん登録を行うほか、ふるさと
雇用再生特別基金を活用して２名の実務
者を採用し、精度の高い登録と地域がん登
録に協力する医療機関の増加を目指す。

遷延性障害にある57人に対して医療費支
援を行った

引き続き遷延性障害のある方への医療費
支援を行う

S50 H22

事故、疾病等により、大脳機能一般が長く失われ
た状態である遷延性意識障害者の看護は､家族
の負担が極めて大きく、経済的にも精神的にも家
庭生活を脅かしている状態にあるので、3ｹ月以上
これらの状態にある者を遷延性意識障害者治療
研究事業対象患者として医療費の自己負担を軽
減する｡

県内のがん罹患の状況を把握し、がん患者を含
めた県民が科学的根拠に基づいたより効果的な
がん医療を享受できるようにするため、「地域がん
登録」を実施する。

872

31,815

H22ⅲ 地域がん登録整備推進事業
保健福祉部
地域医療課

保健福祉部
健康増進課

遷延性意識障害治療研究事
業

44,440ⅱ
福島県周産期医療システム
整備事業

保健福祉部
地域医療課

H21

H12 H22

妊娠、出産から新生児に至るまでの一貫した医療
体制である総合的な周産期医療体制を整備し、県
民が安心して生み育てることができる環境づくりを
推進する。

110,000

ⅳ

ⅲ 5
地域がん診療連携拠点病院
整備事業

保健福祉部
地域医療課

H21 H23

①救急医療機関の勤務医師確保事業
②産科医等確保支援事業
　産科医の処遇を改善し確保を図るため、分娩手
当を支給する分娩取扱機関に対し、その経費の一
部を補助する。
③(新)新生児科医確保事業
　新生児医療担当医の処遇を改善するため、出産
後NICUに入院する新生児を担当する医師に対し
手当を支給する医療機関に、その経費の一部を
補助する。
④(新)病診連携産科小児科支援事業(再生計画)
　病院勤務の産婦人科医・小児科医の負担軽減
を図るため、開業医の応援を受ける病院が開業医
に支払う報酬を補助する。

H18

ⅱⅴ 5
特定診療科医師確保・支援
事業

保健福祉部
地域医療課

12,386 H22

急速に進行する核家族化を背景として、夜間に受
診する小児の軽傷患者数が増加する傾向にあ
る。これによって、小児科医をはじめとする医師の
負担が増加する傾向にある。  　このような背景の
もと、限られた医療資源の中で円滑に小児救急医
療を実施するために、小児科医以外の医師に対
し、小児の一次救急に対応出来るようにするととも
に、保護者が対処可能なことは保護者自らが行
い、医療機関の受診が必要な小児は速やかに医
療機関を受診出来るようにする。

H23

地域医療の充実と、医師の県内定着を図るため、
県立医科大学に助手を３３名配置し、支援要請の
あった県内の公的病院へ非常勤による派遣を行
う。

H22

厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院
において実施される、がん医療に従事する医師等
に対する研修等の事業の経費を補助することによ
り、本県の各地域におけるがん診療連携の円滑な
実施を図るとともに、質の高いがん医療の提供体
制を確立する。

108,747

ⅰ
医師派遣交付金
（医科大学運営費交付金）

総務部
公立大学法
人室

ⅱ 1 小児救急医療整備支援事業

保健福祉部
地域医療課

H18

H18

317,970

H19

H23
地域医療の充実と、医師の県内定着を図るため、
県立医科大学に２０名の助手枠を確保し、地域の
病院へ非常勤による派遣を行う。

ⅰ
医師確保交付金
（医科大学運営費交付金）

総務部
公立大学法
人室

191,355
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各保健福祉事務所において、家庭訪問(延
べ件数:407件）や各種相談事業(相談件数：
14,580件）を実施し、在宅難病患者の療養
支援を行った。

在宅難病患者への支援を継続的に行う。
特に神経難病患者への個別支援及び地域
の支援体制の充実を図る。

相談件数542件。難病ピアカウンセリング
事業を実施し、相談機能の充実を図った。
また、患者・家族会が開催する相談会・交
流会事業経費に対し補助(14団体）を行っ
た。

各保健福祉事務所等の関係機関と連携を
図りながら、事業を継続的に進めていく。

希望した二本松市のみに対して、ホームヘ
ルプ、日常生活用具の給付を行った。

希望する市町村に対して、間接補助を行う

登録者数　854人増

－

①コーディネーターが21年4月から不在と
なっていたが、8月から新コーディネーター
を確保し、県内の臓器移植に対応できる体
制を整えた。
②組織適合性検査助成　8名
③目の愛護デー講演会実施

－

－

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する
基準を策定し公表する。

①救急輪番体制による
　　受診件数　　　671件
　　　うち入院　　232件
　　相談　　　　　　591件
②移送システム　69件

精神科救急情報センターの整備により、精
神科救急の初期対応及び相談体制充実を
図る。

県立医科大学附属病院を基地病院として
運行するドクターヘリについて、当該運行
に要する経費を補助した。

県立医科大学附属病院を基地病院として
運行するドクターヘリについて、県内におけ
る救急救命率の向上を図るために、運営
費を補助する。

一病院（平成２０年度からの継続事業）に
対して、運営費の一部を補助した。

平成２０年度から継続して事業を実施する
病院のほか、３病院での事業実施について
運営費の一部を補助する。

①過去に受講した者を対象とする再教育
講習を実施（講習会参加者：検証医１３名、
救急救命士３２名）
②事後検証事例研究会を開催（参加者：医
師、救急救命士、保健所職員等３１名）

①講習会参加者：（目標）医師８名、救急救
命士１２名
②検討会議の開催　２回

H16

臓器移植推進事業

難病相談・支援センター事業
保健福祉部
健康増進課

H22

原因が不明であり、治療方法が確立していない、
いわゆる難病患者（及び小児慢性特定疾患患者）
に対し、医療費自己負担軽減及び保健福祉事務
所における地域単位での支援を行っているが、県
域を単位としたより一層の支援体制構築するた
め、専門相談、患者・家族会支援、情報提供等の
機能をもった難病相談・支援センターを設置・運営
する。

長期療養を続ける在宅難病患者の日常生活動作
の程度や病状・病態等に応じた保健･医療･福祉
サービスの提供等の適切な支援を行う。

H18

6,749

H09 H22

H22
骨髄バンク事業の普及啓発を行い、ドナー登録の
促進を図る。

難病患者等の生活の質の向上を図るため、難病
患者等の居宅における療養生活を支援する｡

6,139ⅳ H22

ⅳ

ⅳ

30
難病患者等居宅生活支援事
業

保健福祉部
地域医療課

902

ⅳ

H22

①臓器移植コーディネーター設置事業
　臓器移植の県内での円滑な実施を図り、県内関
係医療機関への周知、指導及び県民一般への啓
発を推進するために、県臓器移植コーディネー
ターを設置する。
②腎臓移植普及啓発等事業補助
　財団法人福島県腎臓協会に対して、腎臓移植に
関する知識の啓蒙・普及、組織適合性検査の助成
等の事業費の一部を補助することにより移植医療
の推進に資する。
③角膜移植普及啓発等事業補助
　財団法人福島県アイバンクに対して、角膜移植
の普及啓発、アイバンク講演会開催等の事業費
の一部を補助することにより移植医療の推進に資
する。

H09

H19 H22
救命救急センターにドクターヘリを配備する病院に
対して、運営費の助成を行う。

167,850

ⅳ
骨髄バンクドナー登録推進
事業

保健福祉部
地域医療課

保健福祉部
健康増進課

難病在宅療養者支援体制整
備事業

保健福祉部
健康増進課

1,708

ⅴ 5 ドクターヘリ運営費補助事業
保健福祉部
地域医療課

H21

ⅴ 5
（新）傷病者搬送受入体制整
備事業

生活環境部
消防保安課

3,043 H24

H22

　傷病者の搬送及び受入れの円滑化を図るため、
消防機関の職員や医療機関の医師等を構成員と
する協議会を設置し、傷病者の搬送及び受入れ
の実施に関する基準を策定する。

①検証医及び救急救命士技術指導者養成講習会
　事後検証を円滑に行うため、事後検証に必要な
知識及び技術を習得させる講習会を実施する。
②メディカルコントロール体制構築に関する検討
会議
　救急に精通した医師や消防機関の職員等を構
成員とする会議を開催し、メディカルコントロール
体制の構築及び充実のための検討を行う。

4,777 H20 H22

夜間における救急医療の充実及び病院勤務医の
負担軽減を図るため、各地域の医師会及び開業
医（診療所）の協力を得て、病診連携による夜間
救急を提供する病院の開設者に対して、運営費の
一部を補助する。

5
病診連携による夜間救急医
療支援事業

保健福祉部
地域医療課

H23

①夜間･休日において、病状の急変等により緊急
に精神医療を必要とする者の適切な医療を確保
するため、地域の実情に応じて診療応需体制をシ
ステム化（輪番化）することによって、精神疾患の
再発防止や地域生活支援を図る｡
②緊急に入院が必要であるにもかかわらず、本人
の同意に基づいた入院を行う状態にないと精神保
健指定医が判断した精神障がい者を、知事が応
急入院指定病院に移送するシステムを整備する。
③身体合併症等の救急対応を要する患者等に対
し、トリアージを含めた相談体制を提供する精神
科救急情報センターを設置する。

ⅴ 救急高度化講習会
生活環境部
消防保安課

284

ⅴ

精神科救急医療システム整
備事業

保健福祉部
障がい福祉
課

78,106

H22

H10

H16

ⅴ 5



⑬前年度の実績・成果

⑭H22度の目標等

⑦事業名

⑤具
体的
な取
組み

⑥重
点プ
ログ
ラム

⑧担当部局
担当課　名

⑩
始期

⑨予算額
（千円）

⑪
終期

⑫H22度事業の概要

県立学校等１２０か所に自動体外式除細動
器を配置した。

機器の確実な作動を確保するため、バッテ
リーの交換とパッドの交換を行う。

小児科の専門的な医師を確保し、休日・夜
間急患センターを運営する福島市、郡山市
に対して、運営費の一部を補助した。

休日・夜間急患センターにおける小児科の
専門的な医師の確保について、運営費の
一部を補助することで支援する。

休日又は夜間において入院を必要とする
小児の重症患者に対応するため、小児科
を標榜する病院による輪番制への取り組
みに対して補助する郡山市に対して事業
費の一部を補助した。

小児科を標榜する病院による輪番制への
取り組みに対して補助する自治体に対し
て、事業費の一部を補助することで、休日
又は夜間における小児の重症患者への医
療体制を確保する。

救急患者に対する適切な救急医療を確保
するため、福島県救急病院に研究事業を
委託し、２回の研修を行った。

救急患者に対する適切な救急医療を確保
するため、福島県救急病院に研究事業を
委託し、２回の研修を行う。

県救急医療対策協議会を１月７日に開催
し、適切な救急医療体制に関する協議等を
行った。また、各地域においても協議会等
を実施した。

県内における適切な救急医療体制を継続
して確保するため、関係機関における協議
会を実施する。

県内の４か所の救命救急センターのうち、
岩城総合共立病院を除く３病院に対して、
運営費の一部を補助した。

県内における救急医療の最後の砦であ
る、救命救急センターの効率・効果的な運
営に資するために、運営費の一部を補助
する。

高齢期・寝たきり者等に対する在宅歯科診
療の普及向上に資するため、医療機器等
に係る初度の設備整備を実施。在宅歯科
診療５事業者に対し助成。

高齢期・寝たきり者等に対する在宅歯科診
療の普及向上に資するため、医療機器等
に係る初度の設備整備を実施。在宅歯科
診療５事業者に対し助成。

①県内6保健所に設置してある医療機器等
のメンテナンスを実施。
②県内１箇所の災害拠点病院における災
害派遣用医療機器等の整備を実施。
③県内DMAT等の延べ16名を研修派遣

①県内6保健所に設置してある医療機器等
のメンテナンを実施。
②県内4箇所の災害拠点病院における災
害派遣用医療機器等の整備を実施。
③各DMAT研修に県内DMAT関係者を研
修に派遣。

建設工事の着手

ⅴ
災害時救急医療体制整備事
業

①災害救急医療資器材整備事業
　大規模災害時における初動体制として、医療救
護活動が迅速かつ的確に行えるよう、備蓄整備し
た災害救急医療資機材のメンテナンスを行う。
②災害派遣医療チーム体制整備事業
　大規模災害時における初動体制として、広域的
な医療救護活動が迅速かつ的確に行えるよう、災
害拠点病院に災害派遣用医療機器等の整備を行
う。
③災害派遣医療チーム（DMAT）研修派遣事業
　国が主催する災害派遣医療チーム（DMAT）研修
に県内のDMATを派遣する。

225,902
保健福祉部
地域医療課

ⅴ
地域医療充実のための設備
整備補助事業

ⅴ

保健福祉部
地域医療課

11,850

H23

H08 H25

保健福祉部
地域医療課

20,477 H18 H23

地域の医療機関相互の密接な連係と機能分担の
促進、医療資源の効率的活用を図り、もって地域
の医療水準の向上に資するため、医療機関の設
備整備を行う。

H21

H22
救急医療の連携体制を構築し、救急患者に対す
る適切な救急医療を確保するため、医療従事者等
向け研修事業を委託する。

H22
救急医療関係機関相互の合意形成を図ることに
より救急医療体制を整備するため、具体的な検討
協議を行う救急医療対策協議会等の運営を行う。

県の医療計画等に基づき、県の要請を受けた病
院の開設者が整備、運営する救命救急センターの
運営費等を助成することにより、初期救急医療施
設、第二次救急医療施設及び救急患者の搬送機
関との円滑な連携体制のもとに、重篤救急患者の
医療を確保することを目的とする。

ⅴ
救急医療対策協議会運営経
費

保健福祉部
地域医療課

1,325 S52

第三次救急医療体制整備事
業

H22
二次医療圏単位又は広域市町村圏単位で、休日
又は夜間における入院治療を必要とする重症救
急患者の医療を確保する。

ⅴ
救急医療提供体制連携推進
事業

保健福祉部
地域医療課

1,500 S52

第二次救急医療体制整備事
業

保健福祉部
地域医療課

7,647 S52

7,146 S52 H22
休日又は夜間における軽傷の急病患者の医療を
確保する。

病院局病院
経営改革課

ⅴ 初期救急医療体制整備事業
保健福祉部
地域医療課

ⅴ

ⅵ 5
会津医療センター(仮称)整
備事業

県立学校等自動体外式除細
動器整備事業

H22

3,399,108

ⅴ

県立医科大学の附属病院として会津医療センター
（仮称）の建築・設備工事等を実施する。（Ｈ２２年
度～Ｈ２４年度の３カ年で整備を行う。）
　  ・　 所在地　会津若松市河東町谷沢地内
　　・　敷地面積　約５２，０００㎡
　　・　延床面積　約２２，７００㎡
　　・　構造　 地上６階　鉄筋コンクリート造(免震構
造)

教育庁
学校生活健
康課

12,685 H18
　学校管理下などにおける児童生徒の心臓性突
然死を防ぐため、自動体外式除細動器を各県立
学校等に配置する。



（様式２）施策対応事業一覧表

③細項目コード

3122

⑬前年度の実績・成果

⑭H22度の目標等

（長期的な目標は「貸与した学生が医師と
なった場合の県内定着率向上」だが、貸与
者は現在学生であるから、合計貸与人数を
目標値とする。）
　　平成21年度貸与者
　　　　第1種　15名　（目標：10名）
　　　　第2種　8名　（目標：35名）

貸与人数を現状より増やす。

定員増対応教室用生徒用デスク購入
　5,766,600円

医学部定員増に対応する備品等を適宜整
備する。

①受講者数（目標）２名　（実績）２名
②　　－

①２名実施予定
②女性医師支援センターを設置し、相談業
務、シンポジウムの開催及び研修機会を提
供する。

①ホームステイ参加者：医学生（目標）２０
名　（実績）１７名、研修医（目標）３名　（実
績）２名
②　　　－

①ホームステイ参加予定者、医学生２０名、
研修医３名
②県南、会津及び相双地方において、医学
生を対象とした研修会を開催

①　医師派遣協力民間病院支援事業
　　実績なし。
②　専門研修医確保支援モデル事業
　　県北の５病院による事業検討会議を実
施し、それを踏まえ、各病院で研修プログラ
ムを策定し、研修医の募集を開始。
③　自治医科大学卒業生研修・研究資金貸
与事業
　　実績なし。
④　医師研究資金貸与事業
　　県外から転入した３名の医師（小児科、
産科及び麻酔科それぞれ１名）に対して、３
００万円（計９００万円）の研究資金を貸与し
た。
⑤　自治体病院等医師確保研修資金貸与
事業
　　実績なし。
⑥　助産師研修事業
    助産師外来等開設のための助産師研修
会プログラムを作成し、開設を検討している
医療機関の助産師（３４名）に対し講義及び
演習による研修を行った。

①　医師派遣協力民間病院支援事業
　　１公的医療機関あたり１名、計４公的医
療機関に対して経費の一部を補助する。
②　専門研修医確保支援モデル事業
　　研修医の受入体制の整備及び指導等を
行う。
③　自治医科大学卒業生研修・研究資金貸
与事業
　　自治医科大学卒業医師で義務年限終了
後も県内の自治体等病院において勤務す
る者２名に研修・研究資金を貸与する。
④　医師研究資金貸与事業
　　県外から転入する小児科、産科又は麻
酔科の医師に研究資金２００万円又は３００
万円を各１名に貸与する。
⑤　自治体病院等医師確保研修資金貸与
事業
　　県内の臨床研修病院に勤務する研修医
で、将来自治体等病院において小児科、産
科又は麻酔科の医師として勤務する者２名
に研修資金を貸与する。
⑥　助産師研修事業
　　助産師外来等開設のためのガイドライン
を作成するとともに、開設を検討している医
療機関の助産師に対し研修を行う。

H23

医科大学医学部定員増対応
事業

総務部
公立大学法
人室

7,243

 安全・安心１－（２）安心できる地域医療提供体制の充実

②命と健康を守る医療人の育成、医療の質の向上

総務部
公立大学法
人室

198,198

「経済財政改革の基本方針２００９」に基づき、県立
医科大学の医学部定員を5名増員することに伴い、
大学の環境整備を図る。
（地域医療再生計画に位置づけられた事業。）

H20

⑩
始期

①施策名

⑨予算額
（千円）

ⅰ 5
緊急医師確保修学資金貸与
事業

⑦事業名
⑧担当部局
担当課　名

②細項目名

④細項目の具体的な
取組み

保健福祉部
地域医療課

48,839

⑫H22度事業の概要
⑪
終期

県立医科大学に在学するものであって、県が指定
する公的医療機関での勤務に従事しようとする者
に対し、修学資金を貸与する。

H22 H22ⅰ 5

ⅱ 5 （新）女性医師支援事業

ⅰ　県立医科大学の定員確保、卒業生の県内定着を図ります。
ⅱ　女性医師が働きやすい就業環境の整備を促進するとともに、就業情報の提供等により退職した女性医師の再就職を促進するな
ど、女性医師の確保を進めます。
ⅲ　家庭医の育成などにより、総合的に診断・治療できる医師を育成するとともに、さまざまな専門分野の医師との連携の強化などに
よって、医療全体の質の向上と診療科目による医師偏在の緩和に努めます。
ⅳ　看護師や理学療法士など、医療従事者の確保・定着を図ります。
ⅴ　最新の知識・技術の研修などにより、医師、看護師を始めとした医療従事者の資質の向上を図ります。
ⅵ　患者の立場に立った医療提供、患者との情報共有など病院機能の向上のための取組みを促進します。

⑤具
体的
な取
組み

⑥重
点プ
ログ
ラム

H22 H24

①女性医師の再就業支援事業
　育児等で離職し、再就業を希望する女性医師で、
再就業するための研修を希望する者に対して、県
内の臨床研修病院で研修を実施する。
②女性医師支援センター等整備事業
　福島県立医科大学が女性医師支援センターを設
置し、当該センターにおいて、相談業務や研修体制
を整備する事業に対して補助金を交付する。

7,139

保健福祉部
地域医療課

28,532

ⅲ 5 医師定着促進事業
保健福祉部
地域医療課

H22

①「地域で生きる」医師の県内定着促進事業
　「地域で生きる」医師の県内定着を促進するた
め、県立医科大学が実施する事業に対して補助金
を交付する。
②地域医療体験研修事業
　地域医療に関心のある医学生を対象に、へき地
診療所等の地域医療の現場視察や地域住民との
交流などの体験の場を提供し、将来の地域医療の
担い手を育成する。

H20

ⅳ 5 医師確保緊急対策事業 H21 H23

①　医師派遣協力民間病院支援事業
　　民間病院から派遣医師を受ける公的医療機関
に対して、経費の一部を補助する。
②　専門研修医確保支援モデル事業
　　各臨床研修病院が連携して専門医となるため
の研修プログラムの作成を支援するとともに、指導
医の資質向上を図るための経費を補助する。
③　自治医科大学卒業生研修・研究資金貸与事業
　　自治医科大学卒業医師が義務年限終了後、県
内自治体病院等に勤務する場合に、当該医師に研
修・研究資金を貸与する。
④　医師研究資金貸与事業
　　県外から転任する産科及び小児科等の医師に
対して研究資金を貸与する。
⑤　自治体病院等医師確保研修資金貸与事業
　　産科、小児科、麻酔科を専攻する県内勤務の研
修医に対し、県内の自治体等病院で一定期間の勤
務を条件に、研修資金を貸与する。
⑥　助産師研修事業
　　助産師の専門性を発揮し、産科医の負担を軽
減して産科医を確保するため、検討会を開催して
研修プログラムを作成し、院内助産所・助産師外来
の開設を検討している医療機関の助産師に対し、
講義及び実習を行う。



⑬前年度の実績・成果

⑭H22度の目標等

⑩
始期

⑨予算額
（千円）

⑦事業名
⑧担当部局
担当課　名

⑫H22度事業の概要
⑪
終期

⑤具
体的
な取
組み

⑥重
点プ
ログ
ラム

①　　　　　　　－
②へき地医療医師確保修学資金　2名に貸
与（目標3名）
　福島県立病院医師修学資金　1名に貸与
（目標3名）

①県内の医療機関に勤務する意思のある
学生に修学資金の貸与を決定する。
②へき地診療所や県立病院で勤務する意
思のある学生に修学資金の貸与を決定す
る。

－

県内外の医師に対して就職支援を行い、県
内病院への就職へつなげる。
・医師確保説明相談会　10回
・懇談会　2回
・医師を対象とした現場視察　3組
・医師及び家族を対象とした住環境見学会
3組　等

①　　　　　　　－
②　　　　　　　－
③　　　　　　　－

①　　　　　　　－
②　　　　　　　－
③義務年限中の医師と面談を行い、その希
望を出来る限り聴取し、希望に適う県内医
療機関との橋渡しを行うことで、義務年限終
了医師の県内への定着を目指す。

①臨床研修病院合同ガイダンス事業
　７月に東京ビッグサイトにおいて県内７病
院が出展するとともに、２月に福島市におい
て県内の１６病院が参加し、医学生に福島
県での臨床研修環境をＰＲした。
②受講医師数（目標）５０名　（受講申込者）
４１名　（修了者：２日間受講しないと修了証
書が交付されない）３６名
③　　　－

①今年度も、東京及び福島でガイダンスを
開催し、臨床研修医の増加を図る。
②受講予定者５０名
③臨床研修医の増加を図る。

①新規3名、継続34名に貸与した。
②新規１６名（助産師１名、看護師９名、准
看護師６名）、継続３２名に貸与した。

①継続13名貸与予定。
②継続２４名貸与予定。新規は２０名程度
予定。

平成２１年５月～１２月にかけ、県で看護教
員養成講習会を実施。受講者４０名中、修
了者は３９名。演習抄録を作成し、関係機関
に送付した。講習会を通し、看護教育内容
の充実向上を図ることができた。

今年度は、実習指導者講習会を、福島県看
護協会に委託して実施予定。

看護師等養成機関を紹介するパンフレット
及び看護学生に対し県内医療機関等への
就職を促すリーフレットを作成・配付した。

新人看護職員の資質の向上につながるた
め、看護職員の専門研修のあり方につい
て、看護業務推進連絡会で検討を進める。
また、パンフレット等の作成により、看護職
を目指す学生の確保、新卒看護職の県内
への就職促進と定着化を継続して図ってい
く。

15施設へ助成
（看護師３年課程９施設、看護師２年課程１
施設、准看護師５施設）

15施設へ助成
（看護師３年課程９施設、看護師２年課程１
施設、准看護師５施設）

保健師助産師看護師等学校養成所指定規則等に
基づき、看護師等学校養成所で看護教育に携わる
専任教員及び実習施設において指導にあたる実習
指導者を養成確保する。  　なお、保健師助産師看
護師等実習指導者講習会及び看護教員養成講習
会の当該年度の開催予定は、県内の養成確保状
況及び各施設の派遣計画をみて判断する

保健福祉部
感染・看護室

H21

看護職員の離職防止のための効果的、先進的取
組み事例の手法等を学ぶとともに、看護関係学校・
養成所や就業に関する情報を広く提供することに
より、県内医療機関の看護職員の安定的な確保を
図る。

H23
看護教員・実習指導者養成
講習会

3,343

ⅳ
ⅴ

ⅳ

ⅴ

看護師等養成所運営費補助
事業

看護師養成所運営の充実強化を図るため、運営に
必要な経費を助成する。

保健福祉部
感染・看護室

ⅳ

4,304
保健福祉部
感染・看護室

看護職員定着促進支援事業 H24H21

243,714 H20 H22

保健福祉部
地域医療課

12,703

保健福祉部
地域医療課

95,338 H22 H32

離職した女性医師や定年を迎える医師等、広く県
内外から県内病院等への医師の就職を支援し、医
師の確保を図る。

①地域医療医師確保修学資金貸与事業
帝京大学医学部及び日本医科大学各１名の医学
部生に対し、修学資金を貸与し、一定期間県内の
医療機関で勤務した場合に返済を免除することで、
本県に勤務する医師を確保する。
②へき地医療等医師確保修学資金貸与事業
将来県内のへき地診療所等及び県立病院に医師
として勤務しようとする医学部の学生に対し修学資
金を貸与し、一定期間勤務した場合に返済を免除
することで、県内の医療に恵まれない地域や県立
病院の医師の確保を図る。

ⅳ 5 医師臨床研修対策事業
保健福祉部
地域医療課

5
自治医科大学医師確保支援
事業

保健福祉部
地域医療課

①自治医科大学経常運営費負担金
へき地等の医療を確保することを目的として設立さ
れた自治医科大学経常運営費の一部を負担する。
②自治医科大学卒業生臨床研修経費
臨床研修を県立医大附属病院及び会津総合病院
で実施する。
③（新）キャリア形成支援事業
義務年限中の自治医科大学卒の医師に対して、県
内医療機関との橋渡しなどの支援を行い、義務年
限終了後の県内定着を図る。

H219,352

ⅳ 5

5
（新）医師確保修学資金貸与
事業

①理学療法士、作業療法士、診療放射線技師の確
保と定着促進を図るため、本県出身者に修学資金
を貸与する。（地域医療課）
②看護職員確保の推進を図るため、養成施設の在
学者で、卒業後に県内の看護職員の確保が困難
な施設で業務に従事しようとする者に対し、その修
学に必要な資金を貸与する。（感染・看護室）

H06

H23

①臨床研修病院合同ガイダンス事業
　全国の医学生に福島県での臨床研修環境をＰＲ
し、臨床研修医を確保するために説明会等を開催
する。
②医師臨床研修指導医養成講習会事業
　各臨床研修病院の指導能力の一層の向上を図る
ため、厚労省が定める開催指針に基づく講習会を
開催する。
③人材育成・定着促進事業（再生計画）
　県立医科大学が地域医療を担う中核病院と連携
協力し、一体的な初期研修及び後期研修プログラ
ムの作成等を行う場合に補助金を交付する。

H21 H30

H22

24,048

（新）ふくしま医師就職支援
事業

ⅳ

H22
保健福祉部
地域医療課
感染・看護室

ⅳ
医療従事者修学資金貸与事
業

131,753

H25



⑬前年度の実績・成果

⑭H22度の目標等

⑩
始期

⑨予算額
（千円）

⑦事業名
⑧担当部局
担当課　名

⑫H22度事業の概要
⑪
終期

⑤具
体的
な取
組み

⑥重
点プ
ログ
ラム

①ナースバンク事業
・無料職業紹介事業　年間242日実施
・ナースバンク登録者769名、年間利用者延
べ数1,666名
②高校生の１日看護体験
・県内43病院で実施。750名（男66名、女684
名）参加。
③訪問看護支援事業
・訪問看護師養成講習会　e-ラーニング及
び実習　17名参加

22年度より訪問看護支援事業はナースセン
ター事業対象外となる。

21年度助成対象施設数　34施設
（A型特例5施設、A型9施設、B型12施設、B
型特例8施設）

・22年度助成対象施設（予定）  33施設
・22年度より小学1～3年生の児童を保育す
る場合の加算額を新設。日額10,930円

①訪問看護管理者研修を実施。管理者に
求められる管理能力を高めることができた。
②高度在宅看護技術実務研修を実施し、医
療依存度の高い在宅療養者に対するケア
の実践から、訪問看護に携わる実践力の向
上につなげることができた。
③訪問看護師養成研修会を実施。訪問看
護に関する知識や技術の修得を図ることが
できた。
④福島県がん看護臨床実務研修・検討会と
して、がん専門看護研修と検討会を実施。
がん患者（家族を含む）の診断期、治療期、
終末期などの各時期の看護を展開するうえ
で必要な援助技術を理解することで、がん
看護のケアの質向上が図れた。

がん患者及び在宅療養者に対する看護ケ
アの充実のため、また、臨床実践能力の高
い専門職の育成強化を推進するため、実務
研修を含めた研修会等を実施し、資質の向
上を図る。

県内の歯科医師及び歯科医療従事者に対
し、安全管理に係る各種研修会等を実施。
・歯科医療安全管理体制推進特別事業検
討会（郡山・福島開催　計14名出席）
・医療連携セミナー（郡山開催　90名参加）
・医療事故対応研修会（郡山開催　85名参
加）
・医療安全・院内感染対策研修会（福島他3
箇所開催　計383名）

県内の歯科医師及び歯科医療従事者に対
し、安全管理に係る各種研修会等を県内各
地で実施。
・歯科医療安全管理体制推進特別事業検
討会
・医療連携セミナー
・医療事故対応研修会
・歯科医療従事者医療安全管理研修会

協働推進研修として、平成２２年１月～２月
にかけ、５つのコースを設けた形で研修を実
施。受講者は３８９名。看護職員の専門性を
発揮するのに必要な知識や五術を研鑽す
るための研修とすることができた。
看護業務推進連絡会を２回開催し、新人職
員の確保、離職防止について、関係機関の
役割や連携を検討した。

他職種との協働・連携についての理解や看
護職としての専門性を高めることにつなが
る研修会を継続して実施する。
新人看護職員の教育担当者を対象に、新
人看護職員の卒後臨床研修プログラムの
開発や実施体制の確保に関する研修を実
施する。

①医療相談センターを設置し、患者自ら相
談ができる体制を整えた。
②医療安全研修を県内5か所で6回実施し
た。

①患者が相談できる体制を維持する。
②医療安全研修を実施する。

保健福祉部
感染・看護室

保健福祉部
感染・看護室

医師と看護職員の連携と協働を推進するため、看
護職員の専門性を発揮するために必要な研修のあ
り方等の検討を行うとともに、看護職員の専門的能
力の向上を図るための研修を実施する。

看護師等研修事業

ⅳ 12,103

がん患者や在宅療養者に対し、質の高い看護が提
供できるよう専門的な研修や訪問看護人材を育成
する講習を実施する。

H17

病院内保育所運営費補助事
業

5ⅴ 6,917 H21
保健福祉部
感染・看護室

保健福祉部
感染・看護室

H22

第５次医療法改正により、全ての医療機関におい
て、安全に関する管理体制の整備が義務づけられ
たところである。この事業は、安全の確保を効率的
に推進するため、地域と連携し、整備することを目
的として行う。

8,976

2,643

医療機関等の看護職員不足の解消及び在宅医療
の推進を図るため､看護職の資格を持った未就業
者の就業促進や｢看護の心｣の普及啓発､訪問看護
師の育成等を図る｡

保健福祉部
地域医療課

H22

子どもを持つ看護職員等の離職防止及び未就業
看護職員等の再就業促進並びに子育て支援を図
る観点から、病院が行う院内保育所事業につい
て、その運営費の一部を助成する。

H23

H23

170,222 H09

H23

H15 H22
①本庁内に医療相談センターを設置する。
②医療関係者に対して、医療安全対策の充実、強
化に対する研修を実施する。

H21

H21

2,677

ⅳ
ⅴ

ナースセンター事業

ⅳ

ⅴ
医療安全管理体制推進特別
事業

在宅ケア推進事業

ⅵ 医療安全対策経費
保健福祉部
地域医療課


